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則
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○
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森
県
教
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規
程
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一
部
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す
る
訓
令
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○
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病
院
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就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

(
経
営
管
理
課)

…

�

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
五
十
一
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
職
員
服
務
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
三
第
五
項
中｢

三
歳
に
満
た
な
い｣

を｢

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の｣

に
、

｢

第
九
条
第
一
項｣

を

｢

第
十
九
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
の
六
中

｢

｣

を｢
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備
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５
請
求
期
間
及

び
時
間

４
通
勤
時
間

３
託
児
の
態
様

年
月
日
か
ら

年
月
日
ま
で

年
月
日
か
ら

年
月
日
ま
で

期
間

時
間

分
(託
児
先
を
経
由
す
る
時
間
を
含
む
)

□
託
児
施
設
(

)
時
分
か
ら

(託
児
時
間

)
時
分
ま
で

□
毎
日

□
そ
の
他
(

)

□
毎
日

□
そ
の
他
(

)

□
そ
の
他
(

)
時
分
か
ら

(託
児
時
間

)
時
分
ま
で

時
分
か
ら

午
前
時
分
ま
で

時
分
か
ら

午
後
時
分
ま
で

時
分
か
ら

午
前
時
分
ま
で

時
分
か
ら

午
後
時
分
ま
で

時
間

３
請
求
期
間
及

び
時
間

年
月
日
か
ら

年
月
日
ま
で

期
間

□
毎
日

□
そ
の
他
(

)

時
分
か
ら

午
前
時
分
ま
で

時
分
か
ら

午
後
時
分
ま
で

時
間
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｣

に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
３
中

｢又
は
託
児
の
態
様
､
通
勤
の
状
況
以
外
に
部
分
休
業
を
必
要
と
す

る
事
情
が
あ
る
場
合
｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

教

育

委

員

会

学
校
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
及
び
青
森
県
立
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
十
九
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号

学
校
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
及
び
青
森
県
立
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

学
校
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
一
条

学
校
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
四
年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第

四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中

｢

第
九
条
第
一
項｣

を

｢

第
十
九
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
中

｢

｣

を｢

｣
に
改
め
る
。

(

青
森
県
立
学
校
管
理
規
則
の
一
部
改
正)

第
二
条

青
森
県
立
学
校
管
理
規
則(

昭
和
三
十
二
年
十
一
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
の
二
中

｢
第
九
条
第
一
項｣

を

｢

第
十
九
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。
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月
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月
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由
す
る
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｡
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そ
の
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)
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毎
日

□
そ
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)
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分
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分
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分

午
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月
日
か
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年
月
日
ま
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年
月
日
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年
月
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附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
十
三
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所

轄

教

育

機

関

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
十
九
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

田

村

充

治

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程(

昭
和
三
十
七
年
七
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
二
第
五
項
中

｢

第
九
条
第
一
項｣

を

｢

第
十
九
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
の
四
中

｢

｣

を｢

｣

に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
２
中

｢又
は
託
児
の
態
様
､
通
勤
の
状
況
以
外
に
部
分
休
業
を
必
要
と
す

る
事
情
が
あ
る
場
合
｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

営

企

業

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
十
九
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
二
十
一
号

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程

(

平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
七
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中

｢

第
二
十
六
条｣

を

｢

第
二
十
六
条
の
二｣

に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

部
分
休
業)
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年
月
日
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ら
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月
日
ま
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年
月
日
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月
日
ま
で

期
間

時
間

分
(託
児
先
を
経
由
す
る
時
間
を
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む
)

□
託
児
施
設
(

)

(託
児
時
間
時
分
か
ら
時
分
ま
で
)

□
毎
日

□
そ
の
他
(

)

□
毎
日

□
そ
の
他
(

)

□
そ
の
他
(

)

(託
児
時
間
時
分
か
ら
時
分
ま
で
)

午
前
時
分
か
ら
時
分
ま
で

午
後
時
分
か
ら
時
分
ま
で

午
前
時
分
か
ら
時
分
ま
で

午
後
時
分
か
ら
時
分
ま
で

時
間

４
備

考

３
請
求
期
間

及
び
時
間

年
月
日
か
ら

年
月
日
ま
で

年
月
日
か
ら

年
月
日
ま
で

期
間

□
毎
日

□
そ
の
他
(

)

□
毎
日

□
そ
の
他
(

)

午
前
時
分
か
ら
時
分
ま
で

午
後
時
分
か
ら
時
分
ま
で

午
前
時
分
か
ら
時
分
ま
で

午
後
時
分
か
ら
時
分
ま
で

時
間
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第
二
十
六
条
の
二

職
員
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
た
め
一
日
の

勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と

(

以
下

｢

部
分
休
業｣

と
い
う
。)

の
承
認
を
受
け

た
場
合
は
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
二
条
第
五
項
中｢

三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
た
め
、
育
児
休
業
法
第
九
条
第
一
項｣

を

｢

第
二
十
六
条
の
二｣

に
改
め
る
。

第
十
一
号
様
式
中

｢

｣

を｢

｣

に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
３
中

｢又
は
託
児
の
態
様
､
通
勤
の
状
況
以
外
に
部
分
休
業
を
必
要
と
す

る
事
情
が
あ
る
場
合
｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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そ
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他
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)

□
毎
日
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そ
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他
(

)

午
前
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時
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年
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日
か
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年
月
日
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で
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毎
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時
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時
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時
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で
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時
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目
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